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１．はじめに
皆さん，こんにちは．法学部の清水です．

このシンポジウムは最初にコーディネーター

の井上先生が話されたとおり，学内における

監視カメラの増設とか，受動喫煙防止がやや

過剰に言われているという問題があって企画

されたものですが，とはいえ，本学で行われ

ていることに対する反対集会というわけでも

ありません．学問的にこれらのことをきちん

と考えていこうという趣旨の場ですから，私

も外部から来ていただいたお二人の先生と同

じように学問的に話そうと思います．

今日の報告は，監視と管理という大きな

テーマを掲げていますが，時間の制約もあり

ますから，ごく簡単にこの間，私が研究して

きた治安政策と健康増進法にまつわる問題に

絞って話をしたいと思います．

２．犯罪不安と監視社会
2-1．「防犯」

それでは内容に入ります．この間，特に「防

犯」と「テロ対策」を名目にいろんな治安政

策が進められてきています．最近の警察で目

立つのは「防犯」に関わる生活安全部門の肥

大化です．警察の中が随分変わってきていま

す．従来は警備公安部門が強かったのですが，

1990年代半ばに登場した生活安全部門がま

すます強くなり，今やこちらの方に比重が

移ってきている，という状況です．この生活

安全部門の強化の根拠として強くいわれてい

るのが，「治安の悪化」です．具体的には，刑

法犯認知件数の増加と検挙率の低下をいいま

す．刑法犯認知件数が1996年から毎年上がり

続けて，2002年まで増え続けます．

しかし，この刑法犯認知件数が2003年から

減り始めたので，今，使われているのは「体

感治安の悪化」という議論です．ここで気を

つけるべきことは，刑法犯認知件数の悪化＝

治安の悪化ではないという点です．先程，芹

沢先生の話にもありましたが，私からも改め

て説明しますと，実際の犯罪の実数というの

は誰にもわからなくて，ほぼ漠然と，年間こ

のくらい犯罪が起こっている，というイメー

ジにすぎないものです．認知件数というのは

犯罪実数の何割位かわかりませんが，認知件

数＝犯罪実数ではありません．これは当然で，

被害者がいても軽い被害だったら届け出はし

ない．あるいは，警察が認知しない．きちん

と受理しなければ，これは認知されません．
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しかし，1990年代末以降，ますます被害者の

意識が高まり，これまでは痴漢，あるいは物

取りで我慢していた，見過ごしていたものを

届け出るようになりました．

一つのきっかけになったのが桶川ストー

カー事件です．これは1999年10月に起きた

事件で，被害者の女子大生が元交際相手とそ

の兄が雇った男に桶川駅前で殺されたもので

す．女子大生は事件以前から「殺されるかも

しれない」と身の危険を感じ，埼玉県警上尾

署に告訴状を提出していたのに捜査は行われ

なかった．そのため，警察の不手際や怠慢に

批判が集中したという事件です．これ以降，

警察の方針が変わりまして，従来きちんと対

応しなかった軽微な犯罪にきちんと対応する

ようになりました．

そうすると，当然，犯罪認知件数が増える

のですが，これは先程言ったように，犯罪実

数と同じではありません．芹沢先生が共著で

一緒に『犯罪不安社会』という本を書かれて

いる，浜井浩一さんがよく言われますように，

実数と認知件数がほぼ一致する殺人について

は，何年も大きくは変わっていません．そこ

で，浜井さんは実は治安は悪化していないと

いう結論を出します．少なくとも犯罪認知件

数が増えることが治安悪化ではないのです

が，マスコミがそういう風に書きたてたりす

るので，治安が悪化したとみんな思い込んで

いたわけです．

しかし，実際には認知件数が2003年以降減

り続けているので，そこで今，「体感治安」と

いうキーワードを使います．これもちょっと

考えればおかしな概念で，体感温度というの

は実際の温度計で測る温度と違って，主観的

に感じる温度です．それを治安場面で使うと

いう非常におかしなことが起こっているわけ

です．

例えばこれも『犯罪不安社会』の浜井浩一

さんの書いている部分で，浜井さんの独自の

調査で，２年前と比べて居住地域と日本全体

での治安状況を聞いたところ，自分が住んで

いる地域で犯罪がとても増えたと答えた人が

3.8％，やや増えたと答えた人が23.2％，同じ

くらいと答えた人が64.2％．それに対して日

本全体ではどうですかと聞くと，とても増え

たと答えた人が49.8％，やや増えたが

40.8％，同じくらいと答えた人が7.8％です．

アンケートをとってみると，一般市民の方

は「日本全体では犯罪は増えているけれども，

自分の住んでいる周りでは増えていないよう

だ」と感じている．それは単にそう思うだけ

ですが，自分のまちでそんなに犯罪が増えて

いなければ，日本全体でもそんなに増えてい

ないはずです．なぜ，こういう結果になるか

というと，これはかなりマスコミの影響が大

きいということになります．ともかく，この

ような概念を使って警察が治安政策を遂行し

てきている，というのが最近の状況で，特に

拍車をかけているのが2003年に出された，警

察庁の「緊急治安対策プログラム」と政府の

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」に

なります．

ただ，実際にはマスコミが2000年代以降，

治安が悪化したような書き方をしますが，警

察自体は1990年代半ばからこのような治安

政策を行っています．それが「安全・安心ま

ちづくり」という治安政策です．これを警察

がこの間進めていまして，これはハード面と

ソフト面から成り立っています．ハード面は

犯罪を起こしにくいような見通しの確保，あ

るいは監視カメラの設置を行うことです．こ

れは1990年代後半から取り組み始めていま

す．ソフト面は地域住民が警察と一緒にパト

ロールする，というもので，1993年からこの

概念が使われ始めています．

この概念は非常に巧妙です．「安全・安心ま

ちづくり」．なぜ，〝安全"だけでなくて〝安

心"もいうのか．本来，〝安心"というのは警

察が追求する仕事ではありません．なぜかと

いうと，〝安全"というのは反対語が〝危険"
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であるように，客観的概念であるのに対して，

〝安心"の反対語は〝不安"とか〝心配"にな

るように，主観的概念だからです．国民一人

一人の主観的概念，これは色々捉え方が違う

のですから，主観的なものの実現を行うこと

は非常に難しい．

〝安心"という概念を用いるのはなぜかとい

うと，刑法犯認知件数が減っても，市民が不

安に感じていればそれに対応しなければいけ

ないという理屈が成り立つからです．それで

〝安心"という言葉を用いています．ただ，そ

れは警察法の規定からも妥当かどうか疑問で

す．確かに，〝安全"を求めて結果的に〝安心"

が得られるのが望ましいですが，〝安心"を言

い始めたら一人一人捉え方が違うわけですか

ら，これによって無限に警察活動を続け，拡

大することができることになります．こうし

た治安政策が妥当かどうか考えていかなけれ

ばならないと思います．

というわけですが，この間，どういうこと

を警察が行ってきたのか．例えば，1987年か

らＮシステムを導入し始めました．それが今

や全国1000ヶ所以上に設置されています．

2001年からはカメラ付きのスーパー防犯灯

を全国に設置しています．2002年からは歌舞

伎町を皮切りに街頭防犯カメラシステムを設

置して，全国各地で監視カメラ網が広がって

います．

ソフト面に関わることでは，警察が積極的

に地域に働き掛けて防犯活動の組織化を行っ

ています．これによって，2003年末には約

3000団体，約18万の防犯ボランティア団体・

組織人数だったものが，僅か５年で４万団体

を超えて，組織人数も250万人を超えた，と

いうように急速に警察主導の組織化が進んで

います．

さらに，コンビニだとか新聞配達員だとか

郵便配達員などと警察が提携し，業務中に防

犯などの活動を行っている．学校も，家庭も，

そしてマスメディアも協力しています．それ

に自治体は「生活安全条例」という条例を作っ

て，治安政策を強化しています．ですから，

実際には1990年代半ばからこのような治安

政策が始まっており，2000年代に加速してい

るという状況にあります．また，軽犯罪法や

条例違反程度の迷惑犯罪を重大事件と同様に

取り締まる「ゼロトレランス」も主張されて

います．

2-2．「テロ対策」

次に「テロ対策」ですが，日本では2004年

に小泉首相が「どの地域でもテロが起きる」

というようなことを言います．そして同年，

警察が「テロ対策推進要綱」を，政府が「テ

ロの未然防止に関する行動計画」を作ります．

この行動計画は６分野，16項目にわたる「テ

ロ対策」を謳っています．

具体的には，2007年11月から日本に入国

する外国人から指紋を採取し，写真を撮影す

る，という形で入国審査の強化がなされます．

あるいは，2005年１月から事前旅客情報シス

テムが稼働し，要注意人物のリストを作って，

これに合致した者を入国させないようになり

ました．日本への航空機，船舶の乗客，乗員

名簿の事前提出を義務付けるということを

行っています．また2004年12月からスカイ

マーシャル制度が導入されます．これは警察

官をハイジャック防止のために警乗させるも

のです．

その中で，この間，警察の組織としてはど

のようなものが拡充されてきたのかといいま

すと，1996年以降に警察の中にSATができ

ます．今やSATは８都道府県警に設置され，

サブマシンガンや自動小銃という軍隊並みの

装備を持った特殊部隊です．同じく96年から

全国の都道府県警に銃器対策部隊を置き，

2000年からは９都道府県警でNBCテロ対

応専門部隊を作り，海上保安庁もSSTとい

う特殊部隊を作っています．

一方で自衛隊の方は2000年代以降です．陸
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自に中央即応集団の特殊作戦群を作り，海自

にも特別警備隊を作ります．この中で，警察

と自衛隊との治安出動訓練が，2002年から図

上訓練が，2005年から実動訓練が始まってい

ます．この中で，警察，自衛隊だけではなく，

地域住民を巻き込んだ「テロ対策」のネット

ワーク作りも進んでいます．

「テロ対策」の方も，特に1995年のサリン

事件を契機に急速に強まり，2001年の「９・

11事件」以降，さらに拡大したという構図に

なります．だから，「防犯対策」も「テロ対策」

も1990年代半ばから着々と始まり，2000年

代以降に急速に展開されてきた，という構図

になります．これは考察になりますが，どう

いうことを指摘できるかといいますと，「防

犯」も「テロ対策」も人々の不安感を利用し

ているということです．

2-3．「防犯」と「テロ対策」の効果と問題点

このような対策を進めると，どのような効

果があるのか，それぞれ警察，自衛隊の活動

を拡大します．それに一方で，セキュリティ

産業が非常に儲かります．セキュリティ産業

というのは，警察官僚の天下り先であったり，

警察OBの再雇用先であったりするのです

が，不安を煽れば煽るほど，セキュリティ産

業にお金が流れるということになります．

地域の防犯パトロールについては，パト

ロールに関わる人間の逸脱行動を防止する効

果があります．パトロールに関わっているの

だから，自分は悪いことをしてはいけないと

いう意識を持つようになります．また，パト

ロール活動が盛んに展開されることで，私た

ちはその存在を知っていますから，私たちは

常に誰かに見られているかもしれない，私た

ち自身も悪いことをしてはいけないという意

識が生まれます．監視カメラも実はそうです．

このような動きにどういう問題があるのか

というと，行政警察が拡大する，私生活にま

で介入するということです．警察権の従来の

限界として，警察消極目的の原則，あるいは

警察公共の原則（民事不介入）というものが

ありましたが，1980年代末から警察の中から

これを否定する議論が出てきます．

いかに警察の活動を縛るのかという観点が

あって，従来，国家対国民，警察対国民とい

う関係で考えられてきました．これに対して，

1990年代末から警察が主張し始めているの

が三角関係論であって，国家と犯罪加害者と

犯罪被害者，この三角関係を作った上で警察

はこの加害者と被害者との私的紛争に介入す

べきだという議論が出てきます．

そして，この過程で，警察が今まで入り込

めなかった私的領域に入り込めるようにな

り，「警察の民衆化」や「行政の警察化」が進

んでいます．さらに，防犯パトロールが活発

化するにつれて民間人が警察化していくとい

う「民衆の警察化」現象も見られます．

また，「テロ対策」に見られるように，従来，

警察と軍隊の役割分担ははっきりしていたの

に，軍事と治安の融合化現象，すなわち，自

衛隊の警察化と警察の軍隊化という現象が同

時に起きています．そして，このような「防

犯」と「テロ対策」の共通性としては，どち

らも行動の前倒しが見られるということで

す．例えば，ブッシュの「対テロ戦争」は攻

撃される前に攻撃してしまう，警察の行政警

察化も犯罪事件が起きてなくても行動すると

いう形で，警察，軍隊の行動に歯止めがかか

らなくなります．

どちらにおいても，地域住民を動員してパ

トロールを行っている，どちらも「不審者」

とか「テロリスト」という仮想の「敵」を作

り出して，自分たちがそういう人間に見られ

ないような行動をとると同時に，そういう

「敵」を排除する，という特徴が見られます．

そして，先ほどあげた小泉首相の発言が典型

的であるように，「なぜ，テロは起きるのか」

という原因の追求をやめて，国民が自分たち

で守る，と責任転嫁してしまう．それは「防
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犯対策」についても同じです．

2-4．新自由主義改革と不安意識

「防犯」と「テロ対策」は，色々な人権侵害

を引き起こします．憲法とは国家権力を制限

する法であり，社会的少数派の人権を守ると

ころに核心があるのですが，「不審者対策」「テ

ロリスト対策」を名目に色んなマイノリティ

の人権を制約しかねなくなっています．例え

ば，知的障害者とか精神障害者，小児性愛な

どの性的嗜好の持ち主などの存在そのものが

リスクにされる．そのような動きがさらに多

数派の人権制限をも呼び込むという構図も指

摘できます．

それにしてもなぜ，体感治安が悪化してい

ると感じられるのかといえば，これらは新自

由主義改革と関係があります．本来なら社会

保障予算が削られて，セーフティネットがボ

ロボロになっているがために発生しているリ

スクという問題が考慮されるべきであるの

に，そこには政府は手をつけない．あるいは

なぜ，日本が「テロ」の被害に遇う可能性が

あるかというと，米国の戦争に協力している

からです．それを変えていけば，「テロ」の被

害に遇う可能性がなくなるのに，そこにも政

府は手をつけない．結局，自分たちで身を守

りなさい，地域パトロールをしなさいという

話になる．考えてみたらおかしなことです．

新自由主義改革が進むと，格差が広がりま

すから，いつ，誰が突然犯罪に走るかわから

ないと人々は怯えます．追い詰められた人が

食べるために犯罪に走る可能性があるからで

す．今の日本の犯罪のうち，７割から８割が

財産犯，すなわち物盗りです．いつの時代で

も，どこの国でも，経済の状況が悪くなると

財産犯は増えます．こういう中で，人々の不

安が強まるのに対応して治安政策が強化され

ていきます．ですから，監視カメラの増加な

どは実は我々自身が作り出している側面があ

ります．いくら増やしてもまだ足りない気が

して，さらに増設したくなる意識が問われる

べきでしょう．

３．健康不安と健康管理
3-1．健康増進法の問題点

次に，健康不安を煽り，健康管理を進める

動きについてです．まず，最初に私の立場を

言っておくと，私はタバコは学生の頃に一時

期だけ吸いましたが，タバコは大嫌いです．

昨今の状況，喫煙者のマナーの悪さは個人的

には大変気になっています．しかし，一方的

な喫煙規制はもっと許せないという立場で，

国家が介入すべきではないと思います．

健康増進法の第２条では「国民は，健康な

生活習慣の重要性に対する関心と理解を深

め，生涯にわたって，自らの健康状態を自覚

するとともに，健康の増進に努めなければな

らない」とあって，「国民の責務」として健康

増進が求められています．これは大変おかし

なことです．実はこれによって，昨今の禁煙

化の動き，受動喫煙防止あるいはタバコの販

売への規制が始まってきています．

この他にも個人の生活に関わる法律がいろ

いろと登場しています．「食育基本法」という

のは，例えば，ちゃんと毎日三食食べましょ

うというようなことをおせっかいにも言い出

しています．「少子化対策基本法」は条文には

書かれていませんが，結婚して子供を産む方

向へと人々を向かわせるのに効果があること

を法で決めています．結婚するか否か，子供

を作るか否かは個人の自由のはずですが，国

家が個人の私生活に口を出そうとしていま

す．「健康」とか食生活とか，どんな家族と暮

らすかなどは国家が干渉すべきことではそも

そもない．私は太るのも痩せるのも自由とい

う立場です．

戦前のドイツや日本にも「健康」の義務化

はありました．国家が国民の「健康」に関し

て強い関心を払うのは戦争の時です．兵隊と

して「健康」であることが国にとって必要だ
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からです．特に典型的なのは，ナチスドイツ

です．健全なアーリア人を育成するためにタ

バコ規制をはじめ，色んなことをやっていま

す．日本でも，戦時には立派な兵士を育成し

ようと健康管理に戦前から乗り出していま

す．例えば，1938年には「国民健康保険法」

が打ち出され，「健兵健民政策」がとられてい

ます．そういうことがまた，最近の日本でも

行われ始めている，という状況を指摘してお

く必要はあると思います．

3-2．憲法と喫煙権，自己決定権

これらにはどのような問題があるのか．ま

ず，喫煙権，自己決定権についてですが，刑

務所内における喫煙問題について争われた裁

判の最高裁判決（1970年９月16日）がありま

す．この判決では，「喫煙の自由は，憲法13条

の保障する基本的人権の一に含まれる……あ

らゆる時，所において保障されなければなら

ないものではない」としています．つまり，

最高裁は喫煙の自由については憲法13条に

含まれると認めるものの，ただし，制限され

る場合はありますよ，というわけです．

憲法13条の条文とは「すべて国民は，個人

として尊重される．生命，自由及び幸福追求

に対する国民の権利については，公共の福祉

に反しない限り，立法その他の国政の上で，

最大の尊重を必要とする」というものです．

いわゆる幸福追求権と呼ばれるものです．さ

らにまたこの13条はプライバシー権とか，肖

像権等の新しい権利に関わる規定でもありま

す．この幸福追求権から喫煙の自由というも

のが出てきます．自己決定権というものも13

条から導き出せます．自己決定権で議論され

ているのは，例えば，髪型，服装の自由，女

性の生殖に関する自己決定などです．当然こ

れらの自己決定権から，国民一人一人が太る

自由もあれば，痩せる自由もあるし，さらに

いえば，健康である自由もあれば，不健康で

いる自由もある，ということになります．

しかし，禁煙がなぜ，正当化されるのかと

いうと，13条の中に「公共の福祉に反しない

限り」という言葉があるからです．「公共の福

祉」という概念は文字から見ると〝公"とい

う漢字が使われているので公権力による制限

と認識されそうですが，それは全くの間違い

で，「公共の福祉」とは人権と人権がぶつかっ

た場合には調整が必要になるということで

す．だから，例えば表現の自由がある一方で，

その表現にプライバシー侵害だとか，名誉毀

損という表現があれば，表現の自由は規制さ

れる．プライバシー権や名誉権というような

他の人権が表現の自由という人権を規制する

論理，これが「公共の福祉」になるわけです．

実際には昨今の喫煙規制，メタボ健診によ

るペナルティなどがどんどん進められようと

している背景には，それによる公衆衛生の保

険化，市場化そして社会保障費の削減という

事情があります．さらには，健康産業の繁栄

という効果をもたらすという背景がありま

す．それが推進されるとどこにどんな問題が

出てくるのかということは二の次になりがち

です．ですから，上から法律を作って一律に

禁煙化したり，メタボ規制したりするという

のなら，このような裏の状況をもはっきりと

国民に伝えなければフェアではありません．

大学でもそういう傾向があります．どう

いった問題があるのかといえば，例えば「健

康」とか「防犯」という大義名分をかざして

上から一方的に物事を決めてしまいますと，

どうしても構成メンバー相互のやりとりが否

定されてしまいます．多数派は禁煙支持かも

しれませんが，今の動きが「健康増進法」と

いうおかしな法律が根拠になっていることを

もっと考えないといけません．

ご存知のように多数決は常に正しい訳では

なくて，日本人は多数決で決めたことは守ら

なければいけないという思考停止に陥ること

が多いのですが，その発想はナチス正当化の

発想です．ナチスは合法的に選挙で政権を得
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て，しかしその後，悪いことをやっているわ

けです．あの出来事の教訓から考えると，多

数決は常に正しいわけではないことがよくわ

かります．

だから戦後，日本をはじめ各国は，元々は

米国独特の制度であった違憲審査制を導入し

ます．違憲審査制というのは，裁判所が議会

において多数決で決めた法律でも，憲法に

のっとっていなければ違憲にできるという制

度です．これは多数決で決めたものでも「法

の支配」の観点からひっくり返すことができ

るという制度です．そういう意味で，「健康増

進法」ができたからという理由で，上から一

方的に押し付けるやり方は「民主的」とはい

えないのであり，このようなやり方は否定さ

れなければいけないと考えます．

この中で人権侵害としては今言ったような

権力者としての多数派による少数派の喫煙

権，自己決定権の侵害というものが生じてき

ます．市民革命によって近代社会に入ったわ

けですが，それ以前には従来の国家権力が公

的な領域，私的な領域，両方を支配していた．

法と道徳というものが分離していなかった．

これが市民革命によって両者が分けられま

す．昨今のタバコを吸わない方がいいとか，

あるいは太らない方がいいという問題は，私

的な問題です．それなのに，公権力がそこに

入り込むのは問題であって，従来の公私の区

分を否定することになりかねない．そういう

意味で大きな問題があると思います．

今回のシンポジウムのきっかけになった本

学での問題についてですが，最初に井上先生

もお話されたように，学内の動きとして建物

内の喫煙所が撤去されて，学生プラザという

屋外の中庭一か所に喫煙場所が限定されてし

まったという全面禁煙化に向けた動きと，も

う一つは今年の春休み中に突如，15台もの監

視カメラが付けられてしまったという問題が

あります．これについては教員有志が出した

「学内監視カメラの増設に疑問があります」と

いう文書（資料参照）に問題点を提示しまし

たので，それをご覧いただければと思います．

４．おわりに
では最後に，以上のことを踏まえて私たち

はどのようなことを考えなければならないの

かといいますと，犯罪不安にしろ，健康不安

にしろ，不安を煽ることによって監視が強化

されたり，健康管理が強まっているというこ

とです．

これら監視面については国家の側からする

と，警察にしろ自衛隊にしろ，活動領域が拡

大し，権限が増すという側面がある，と同時

に健康管理については社会保障費を減らせる

という側面があります．一方で監視の強化に

ついても，健康管理についても，それぞれの

業界が儲かる，という構図があります．

日本も新自由主義改革を進めていく中で，

警察，自衛隊の権限が拡大していますし，そ

して社会保障費等が削られるということも起

きています．これは憲法学の観点からすると，

非常に反憲法的な現象といえます．繰り返し

ますが，憲法というのは国家権力を制限する

ものです．さらに現在の憲法には社会権とい

う社会保障の規定があるのですが，社会権を

否定するような現象がこの間，目に付きます．

そういう意味で憲法を専攻する者として昨今

の社会の監視社会化や，健康管理の問題につ

いては発言しなければいけない，という立場

からいくつかのことをこの場で発言させてい

ただきました．

ちょっと中途半端になりましたが，ここで

話を終わりにしたいと思います．ありがとう

ございました．
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